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以下厚生労働省ホームページに掲載されている
「（５）障害福祉課／地域生活・発達障害者支援室」を
用いて説明しております。こちらの資料をご確認ください。
（必要に応じて、お手元にご準備してご視聴ください）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo
/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html

●厚生労働省 障害保健福祉関係主管課長会議資料
（令和８年３月２６日）に基づく説明



（別紙） 　年　　月　　日

■令和８年度報酬改定に伴う区分の届出届の提出について

　令和８年６月に就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の基本報酬区分が変わります。

　　　

※「必要なし」の場合、①・②に該当することが分かる根拠書類を添付してください。

1 21人以上40人以下 4 81人以上
2 41人以上60人以下 5 20人以下
3 61人以上80人以下

1 4万5千円以上 6 1万5千円以上2万円未満

2 3万5千円以上4万5千円未満 7 1万円以上1万5千円未満

3 3万円以上3万5千円未満 8 1万円未満

4 2万5千円以上3万円未満 9 なし（経過措置対象）

5 2万円以上2万5千円未満

　就労継続支援サービス（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の事業所は、「令和８年４月・５月分の届出書」と併せて、
「令和８年６月以降分の届出書」も提出してください。
　ただし、以下の①・②のいずれかに該当する事業所は、令和８年６月以降も「令和８年４月・５月分」
の基本報酬区分が引き続き適用になるため、「令和８年６月以降分の届出書」の提出は不要です。

①今回届け出る区分（令和７年度工賃実績に基づく令和８年度の基本報酬区分）が
　「1万円以上1万5千円未満」「1万円未満」の場合

②令和６年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合
　《比較する月は、指定を受けた時期によって異なります。》
　・令和５年４月以前に指定を受けた事業所
　　⇒「令和６年３月の基本報酬区分」から「令和６年４月の基本報酬区分」が変わらない
　　　又は下がっている場合
　　　【根拠書類：令和６年３月及び令和６年４月の基本報酬区分が分かる書類】

　・令和５年５月から令和６年３月までに指定を受けた事業所
　　⇒区分八が適用される経過措置期間によって、比較する月が異なります。
     参考資料①で比較する月を確認してください。
　　　【根拠書類：経過措置期間の最終月とその直後の基本報酬区分が分かる書類】

※令和６年４月以降に指定を受けた事業所は、令和８年６月以降新たな基本報酬区分の対象になります。
　（①に該当しない場合は、「令和８年６月以降分の届出書」を提出してください）

「

令
和
８
年
６
月
以

降
分
の
届
出
書
」

届出書の提出
※該当する方に○をしてくだ

さい

「必要なし」を選択した場合、下記□に該当する理由
（①・②のいずれか）を選択してください

定員区分

サ
ー

ビ
ス
費

（
Ⅰ

）
・

（
Ⅱ

）
・

（
Ⅲ

）

平均工賃
月額区分

就労継続支援Ｂ型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

事業所名

サービス費区分

１．就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）　　　4．就労継続支援B型サービス費（Ⅳ）　

３．就労継続支援B型サービス費（Ⅲ）　　　6．就労継続支援B型サービス費（Ⅵ）　

必要あり・必要なし に該当するため

２．就労継続支援B型サービス費（Ⅱ）　　　5．就労継続支援B型サービス費（Ⅴ）　

「令和８年４月・５月分」



注１　就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）又は就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）、就労継続支援Ｂ型サービス費
（Ⅲ）を
　　算定する場合は、平均工賃月額区分及び前年度の工賃支払対象者数・支払工賃額の状況を記載すること。
注２　重度者支援体制加算（Ⅰ）を算定している場合は、平均工賃月額に２千円を加える。
注３　平均工賃月額区分「なし（経過措置対象）」は、指定を受けてから１年間を経過していない事業所が選択
　　する。
注４　就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅳ）又は就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅴ）、就労継続支援Ｂ型サービス費
（Ⅵ）を
　　算定する場合は、ピアサポーターの配置の有無を記載すること。
　　なお、ピアサポーターを配置している場合は、別添「ピアサポーター等の配置に関する届出書」を提出すること。

重度障害者支援体制加算（Ⅰ）
を算定している場合
（①＋２０００円）

円

サ
ー

ビ
ス
費
（
Ⅳ

）
（
Ⅴ

）

（
Ⅵ

）

ピアサポーターの配置 有　　　　　　　　・　　　　　　　　無

開所日数

円

月 12 1 2 3 計
平均工賃月額①

工賃総額(円)

11

工賃総額(円)

5 6 7 8 9 10
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ー
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ス
費

（
Ⅰ

）
・

（
Ⅱ

）
・

（
Ⅲ

）

支払工賃
額の状況

月

延べ利用者数

4

開所日数

延べ利用者数



（別紙） 　年　　月　　日

1 21人以上40人以下 4 81人以上
2 41人以上60人以下 5 20人以下
3 61人以上80人以下

（Ｒ8改定対象外）（一）4万5千円以上

（Ｒ8改定対象外）（二）3万5千円以上4万5千円未満

（Ｒ8改定対象外）（三）3万円以上3万5千円未満

（Ｒ8改定対象外）（四）2万5千円以上3万円未満

（Ｒ8改定対象外）（五）2万円以上2万5千円未満

（Ｒ8改定対象外）（六）1万5千円以上2万円未満

（七）1万円以上1万5千円未満

（八）1万円未満

（九）なし（経過措置対象）

２．就労継続支援B型サービス費（Ⅱ）　　　5．就労継続支援B型サービス費（Ⅴ）　

（Ｒ8改定対象）（Ｅ）2万円以上2万3千円未満

（Ｒ8改定対象）（六）1万8千円以上2万円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｆ）1万5千円以上1万8千円未満

延べ利用者数

開所日数

（Ｒ8改定対象）（一）4万8千円以上

（Ｒ8改定対象）（Ａ）4万5千円以上4万8千円未満

（Ｒ8改定対象）（二）3万8千円以上4万5千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｂ）3万5千円以上3万8千円未満

（Ｒ8改定対象）（三）3万3千円以上3万5千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｃ）3万円以上3万3千円未満

（Ｒ8改定対象）（四）2万8千円以上3万円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｄ）2万5千円以上2万8千円未満

（Ｒ8改定対象）（五）2万3千円以上2万5千円未満

重度障害者支援体制加算（Ⅰ）を算定している場
合

（①＋２０００円）

円

サ
ー

ビ
ス
費

（
Ⅳ

）
（
Ⅴ

）

（
Ⅵ

）

ピアサポーターの配置 有　　　　　　　　・　　　　　　　　無

円

月 12 1 2 3 計
平均工賃月額①

工賃総額(円)

11

工賃総額(円)

5 6 7 8 9 10

定員区分

サ
ー

ビ
ス
費

（
Ⅰ

）
・

（
Ⅱ

）
・

（
Ⅲ

）

平均工賃
月額区分

前年度の
支払工賃
額の状況

月 4

開所日数

延べ利用者数

就労継続支援Ｂ型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

事業所名

サービス費区分

１．就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）　　　4．就労継続支援B型サービス費（Ⅳ）　

３．就労継続支援B型サービス費（Ⅲ）　　　6．就労継続支援B型サービス費（Ⅵ）　

「令和８年６月以降分」



注１　令和８年６月以降の届出では、「R8改定対象」とある区分または（七）～（九）のいずれかを選択してください。
   （「R8改定対象外」とある区分については、令和８年５月以前に基本報酬区分が「（一）～（六）」であり、
     要件を満たすことにより従来の区分が引き続き適用される事業所が該当します。
     それ以外の事業所は、「R8改定対象」とある区分または（七）～（九）のいずれかを選択してください。）
注２　就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）又は就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）、就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）を算定する場合は、
　　　平均工賃月額区分及び前年度の工賃支払対象者数・支払工賃額の状況を記載すること。
注３　重度者支援体制加算（Ⅰ）を算定している場合は、平均工賃月額に２千円を加える。
注４　平均工賃月額区分「なし（経過措置対象）」は、指定を受けてから１年間を経過していない事業所が選択する。
注５　就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅳ）又は就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅴ）、就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅵ）を算定する場合は、
　　ピアサポーターの配置の有無を記載すること。
　　なお、ピアサポーターを配置している場合は、別添「ピアサポーターの配置に関する届出書」を提出すること。



就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
＜見直しの対象外となる場合①＞

①令和５年４月以前に指定を受けた事業所

令和５年４月以前に指定を受けた事業所は、「令和６年３月の基本報酬区分」から「令和６年４月の基本報酬区分」
が変わらない又は下がっている場合は、令和８年度改定における基本報酬区分の基準の見直しの対象外となる。

令和5年度 令和6年度 令和7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

この２ヶ所の工賃区分を比較する

パターンB

令和４年度

2月 3月

①令和５年４月以前に指定を受けた場合

この２ヶ所の工賃区分を比較する

パターンＡ

別添資料①

※ 支援を開始してから任意の６ヶ月間とできる。

経過措置期間(区分八) 支援を開始してから６ヶ月間の平均工
賃（旧式）に基づく区分※

R5平均工賃（新式） R６平均工
賃（新
式）

指
定

経過措置期間(区分八) R5平均工賃（新式） R６平均工
賃（新式指

定



就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
＜見直しの対象外となる場合②＞

②令和５年５月から令和６年３月までに指定を受けた事業所
指定を受けた月や区分八が適用される経過措置期間によって比較する月が異なるため、下図を参照すること。
（経過措置対象の最終月の翌月の基本報酬区分が変わらない（区分八）場合は、令和８年度改定における基本報酬区
分の基準の見直しの対象外となる。）

令和5年度 令和6年度 令和7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

経過措置期間
（区分八）

支援を開始してから６ヶ
月間の平均工賃（旧式）
に基づく区分※

支援を開始してから６ヶ月間の平均工賃（新式）に基づ
く区分※

R６平均
工賃（新
式

②令和５年５月～９月に指定を受けた場合

指
定

この２ヶ所の工賃区分を比較する

③令和５年10月に指定を受けた場合

この２ヶ所の工賃区分を比較する

経過措置期間
（区分八）

支援を開始してから６ヶ月間の平均工賃（新式）に基づく
区分※

R６平均
工賃（新
式

指
定

※ 支援を開始してから任意の６ヶ月間とできる。

経過措置期間
（区分八）

R６平均
工賃（新
式

指
定

この２ヶ所の工賃区分を比較する

経過措置期間
（区分八）

R６平均
工賃（新
式

指
定

この２ヶ所の工賃区分を比較する

別添資料①



就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
＜見直しの対象外となる場合③＞

②令和５年５月から令和６年３月までに指定を受けた事業所
指定を受けた月や区分八が適用される経過措置期間によって比較する月が異なるため、下図を参照すること。
（経過措置対象の最終月の翌月の基本報酬区分が変わらない（区分八）場合は、令和８年度改定における基本報酬区分
の基準の見直しの対象外となる。）

令和5年度 令和6年度 令和7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

➂令和５年11月～令和６年３月に指定を受けた場合

経過措置期間
（区分八）

支援を開始してから６ヶ月間の平均工賃（新
式）に基づく区分※１

R６平均
工賃（新
式

指
定

経過措置期間
（区分八）

R６平均
工賃（新
式

指
定

この２ヶ所の工賃区分を比較する

この２ヶ所の工賃区分を比較する

別添資料①

※１ 支援を開始してから任意の６ヶ月間とできる。
※２ 令和６年４月以降に指定を受けた場合、見直しの対象となる。



就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
＜指定権者における届出時の確認の流れ＞

令
和
８
年
度

4月

6月

ただし、以下に該当する事業所は、イの提出は不要。該当することが分かる根拠書類を提出する。

① 令和７年度平均工賃月額が１万５千円未満（アの報酬区分が区分七または八）の場合

② 令和６年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合
《比較する月は、指定を受けた時期によって異なる》
・令和５年４月以前に指定を受けた事業所
⇒「令和６年３月の基本報酬区分」から「令和６年４月の基本報酬区分」が変わら

ない又は下がっている場合

・令和５年５月から令和６年３月までに指定を受けた事業所
⇒参考資料①により、比較する月を確認すること。

基本報酬区分が就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)･(Ⅱ)･(Ⅲ)の就労継続支援B型事業所は、

令和８年４月15日までに、以下ア・イを提出する。

ア 現行の報酬区分に基づく、基本報酬区分に関する届出書（令和８年４月･５月分）

イ 見直し後の報酬区分に基づく、基本報酬区分に関する届出書（令和８年６月以降分）
ア

イ

イ

ア

指定権者は、事業所から提出されたアに基づき、事業所台帳に登録する。

指定権者は、事業所から提出されたイに基づき、事業所台帳に再登録する。

また、イの提出が不要の事業所については、根拠書類を確認する。

事業者

指定権者

提出

登録

登録

システム指定権者

システム指定権者

別添資料②

就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しは令和８年６月施行となるため、当該見直しに係る届出は令和８年６月中に行
うことが基本であるが、事業所・自治体における事務処理負担軽減のため、令和８年４月に、「令和８年４月・５月分」及び
「令和８年６月以降分」の届出書を同時に提出させることとしても差し支えない。その際の具体的な流れは以下のとおりを想
定している。

４月
～

６月
～

４月
～

６月
～



就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
参考：システム上の取扱い①

別添資料②の参考

（Ｒ8改定対象外）（一） ４万５千円以上

（Ｒ8改定対象外）（二） ３万５千円以上４万５千円未満

（Ｒ8改定対象外）（三） ３万円以上３万５千円未満

（Ｒ8改定対象外）（四） ２万５千円以上３万円未満

（Ｒ8改定対象外）（五） ２万円以上２万５千円未満

（Ｒ8改定対象外）（六） １万５千円以上２万円未満

（七） １万円以上１万５千円未満

（八） １万円未満

（九） なし（経過措置対象）

（Ｒ8改定対象）（一） ４万８千円以上

（Ｒ8改定対象）（Ａ） ４万５千円以上４万８千円未満

（Ｒ8改定対象）（二） ３万８千円以上４万５千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｂ） ３万５千円以上３万８千円未満

（Ｒ8改定対象）（三） ３万３千円以上３万５千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｃ） ３万円以上３万３千円未満
（Ｒ8改定対象）（四） ２万８千円以上３万円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｄ） ２万５千円以上２万８千円未満

（Ｒ8改定対象）（五） ２万３千円以上２万５千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｅ） ２万円以上２万３千円未満
（Ｒ8改定対象）（六） １万８千円以上２万円未満
（Ｒ8改定対象）（Ｆ） １万５千円以上１万８千円未満

（一） ４万５千円以上

（二） ３万５千円以上４万５千円未満

（三） ３万円以上３万５千円未満

（四） ２万５千円以上３万円未満

（五） ２万円以上２万５千円未満

（六） １万５千円以上２万円未満

（七） １万円以上１万５千円未満

（八） １万円未満

（九） なし（経過措置対象）

現行 令和８年６月以降

システムにおける就労継続支援Ｂ型の基本報酬の算定区分は、令和８年６月算定分から、現行（左表）から、改正後（右表）
へ切り替わる。

具体的には、以下のとおりとなる。

・現行で【（一）～（六）】と表示されていた区分は、【（Ｒ８改定対象外）（一）～（六）】の区分に自動で切り替わる

・現行の【（七）～（九）】の区分については、変更なし

・【（Ｒ８改定対象）（一）～（Ｆ）】の区分が新設される

Ｒ
8

改
定
後
の
区
分

改
定
な
し

の
区
分

従
前
の
区
分

自動で切
り替わる

変更無し

新設



就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
※参考：システム上の取扱い②

別添資料②の参考

（Ｒ8改定対象外）（一）

（Ｒ8改定対象外）（二）

（Ｒ8改定対象外）（三）

（Ｒ8改定対象外）（四）

（Ｒ8改定対象外）（五）

（Ｒ8改定対象外）（六）

（七）

（八）

（九）

（Ｒ8改定対象）（一）

（Ｒ8改定対象）（Ａ）

（Ｒ8改定対象）（二）

（Ｒ8改定対象）（Ｂ）

（Ｒ8改定対象）（三）

（Ｒ8改定対象）（Ｃ）
（Ｒ8改定対象）（四）

（Ｒ8改定対象）（Ｄ）

（Ｒ8改定対象）（五）

（Ｒ8改定対象）（Ｅ）
（Ｒ8改定対象）（六）
（Ｒ8改定対象）（Ｆ）

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九）

変更無し

４月
届出 令和８年６月以降、自動で区分が切

り替わるため、変更届出は不要
ただし、見直し対象外の事業所であ
ることが分かる根拠資料が必要

令和８年６月以降の区分変更は無いた
め、変更届出は不要。（指定権者は、
１万５千円未満の事業所であることを
確認する。）

自動で切
り替わる

区分変更
が必要

見直し対象外
の事業所

工賃が１万５千
円未満の事業所

見直し対象の事
業所

システムの変更に伴い、
・見直し対象となる事業所は、令和８年６月以降は新設される区分が適用されるため、区分変更の届出が必要となる。
・見直し対象外となる事業所は、令和８年６月以降は基本報酬区分の表示が、自動的に「Ｒ８改定対象外」と記載された区分に
切り替わるため、変更届出は不要。（指定権者は、見直し対象外の事業所であることが分かる根拠書類を確認する。）

・工賃が１万５千円未満の事業所は、令和８年６月以降は区分変更がないため、区分変更の届出は不要。（指定権者は１万５千
円未満の事業所であることを確認する。）

４月
届出

４月
届出

現行 令和８年６月以降

令和８年６月以降、新設される区分が
適用されるため、変更届出が必要

６月
届出

【根拠書類】（※）

1.5万
未満

※令和６年３月及び令和６年４月の基本報酬区分が分かる書類等



就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
＜指定権者における運営指導時など年度途中の確認の流れ＞

指定権者

別添資料③

従前の区分一覧
（Ｒ8改定対象外）（一） ４万５千円以上

（Ｒ8改定対象外）（二） ３万５千円以上４万５千円未満

（Ｒ8改定対象外）（三） ３万円以上３万５千円未満

（Ｒ8改定対象外）（四） ２万５千円以上３万円未満

（Ｒ8改定対象外）（五） ２万円以上２万５千円未満

（Ｒ8改定対象外）（六） １万５千円以上２万円未満

改定なしの区分
（七） １万円以上１万５千円未満

（八） １万円未満

（九） なし（経過措置対象）

Ｒ８改定後の区分一覧
（Ｒ8改定対象）（一） ４万８千円以上

（Ｒ8改定対象）（Ａ） ４万５千円以上４万８千円未満

（Ｒ8改定対象）（二） ３万８千円以上４万５千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｂ） ３万５千円以上３万８千円未満

（Ｒ8改定対象）（三） ３万３千円以上３万５千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｃ） ３万円以上３万３千円未満

（Ｒ8改定対象）（四） ２万８千円以上３万円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｄ） ２万５千円以上２万８千円未満

（Ｒ8改定対象）（五） ２万３千円以上２万５千円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｅ） ２万円以上２万３千円未満

（Ｒ8改定対象）（六） １万８千円以上２万円未満

（Ｒ8改定対象）（Ｆ）１万５千円以上１万８千円未満

事業者

事業者

事業者

事業者

【基本区分】

【従前区分】

【基本】

【基本】

【基本】

【従前】

＋
【根拠書類】（※）

※令和６年３月及び令和６年４月の基本報酬区分が分かる書類等

事業所の基本報酬区分が

○ 【Ｒ８改定後の区分一覧】【改定なしの区分】 の場合
⇒ 平均工賃月額と齟齬がないかのみ確認する

（Ｒ８改定の対象であることの確認は不要）

○ 【従前の区分】 の場合
⇒ 平均工賃月額と齟齬がないか確認するとともに、
Ｒ８改定の対象外となる要件とその根拠書類（※）を確認する

＜運営指導等における確認のイメージ＞

確認

確認



令和８年度処遇改善加算計画書の提出期限

①令和8年4月及び5月分を算定する場合：令和８年４月１５日（水）まで

※令和8年6月以降の申請分もあわせて提出
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス（計画相談支援、地域移行支援、
地域定着支援、障害児相談支援）の申請もあわせて提出

②令和8年4月及び5月分は算定しない事業者が、

令和8年6月分以降を算定する場合：令和８年６月１５日（月）まで

①については、非常にタイトなスケジュールとなり申し訳ございませんが、
期限までのご提出をお願いいたします。

※提出先・・・金沢市内の事業所：金沢市、金沢市外の事業所：石川県
（金沢市内と市外に事業所等を有する法人が一括して届出を行う場合
には、石川県に届出を行ってください）

※年度初め以外の提出期限は、加算を算定する月の前々月の末日までです



厚生労働省通知「令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出
期限について（令和8年2月18日付）」のとおり

令和８年度処遇改善加算について

【令和８年度の主な変更点】

・令和９年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定が実施
され、処遇改善加算が拡充されます。

・令和８年６月に、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、
障害児相談支援において処遇改善加算が新設されます。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号： ０５０-３７３３-０２２２（9:00～18:00、土日含む）

【様式等のご案内について】

計画書様式や石川県における取扱い等については、厚生労働省から
正式な通知が発出されましたら改めてお知らせします。（令和８年３月２７日現在）



（以下、厚生労働省資料：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.htmlより）









令和７年度障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金

内容 ：障害福祉従事者を対象に、賃上げ支援を行うもの

交付額：サービスごとの交付率を、各事業所の総報酬に乗じて算出

※本補助金の使途については、全額賃金改善に充ててください

※賃金改善所要額が補助金額を下回る場合や、実績報告の際に要件を

満たしていない場合には、補助金額を返還していただくことになり

ますので、必ず実績報告までに賃金改善等を実施してください。



★要件等の詳細については、
国実施要綱（障発1226第7号・こ支障第447号）のとおり

★スケジュール等については、
県からの案内（令和8年1月26日付け障福第2192号）のとおり

※上記通知で案内している申請受付は終了しています。
６月交付事業者の申請・３月交付事業者の実績報告については
別途ご案内しますので、またご確認ください

問い合わせ先

【計画書の作成方法等について】
石川県介護・障害福祉賃上げ等支援金事務局（委託先：（株）JTB金沢支店運営）

電話番号：０７６－２５５－１７３４ （9:00～17:00、土日除く）

【補助金の制度に関する質問等について】
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号： ０５０-３７３３-０２３０（9:00～18:00、土日含む）

令和７年度障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金



障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告

令和７年度より、障害福祉サービス等情報公表システム（WAMNET）

において経営情報の報告が新設されました。

WAMNETにログインしていただき、各サービスごとに
「経営情報」タブより入力・申請をお願いします。

【経営情報の報告の期限】

原則：事業者の毎会計年度終了後、３月以内

※令和６年度決算情報（＊）の報告は、令和８年３月３１日まで

（＊）令和６年１月１日から同年１２月３１日の期間中に
開始した会計年度に関する報告

システムのログインURL ➤ https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/



障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告
（情報公表未報告減算について）

（障害福祉サービス等情報公表制度に関するＱ＆Ａ VOL.１(令和8年2月10日)より）

令和７年度に報告を求めている経営情報（令和６年度決算情報）について、

令和８年３月末までに報告がなされなかった場合は、都道府県等が報告する

よう指導してもなお報告を行わない場合、未報告の時点（令和８年４月１日）

に遡って減算の対象となる。

また、令和８年度以降の経営情報の報告については、毎年度必要なものであるため、

未報告の場合は報告期限翌月から減算の対象となる。

◆障害福祉サービス等情報公表システム ヘルプデスク◆

0570-666-081（受付時間：平日9:00～17:00）

〈問い合わせフォーム〉
https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open

障害福祉サービス等情報公表システム上、必須報告項目が未報告の場合、

情報公表未報告減算が適用されますので、ご注意ください

➤経営情報の報告も同様です



（厚生労働省令和7年12月25日付事務連絡「障害福祉サービス等情報公表制度における令和７年度中に報告すべき経営情報の対象について（周知）」より）



●配布資料には、以下についても掲載しております。
・障害福祉サービス等事業者の経営情報の報告・公表リーフレット

●障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板には、
システムに関するお知らせやマニュアルなどが掲載されています。

関係連絡板URL    https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo

障害福祉サービス等情報公表制度について

【その他、情報公表システムにおける留意事項（経営情報以外）】

・公表情報については、年度ごとの更新をお願いしています

・財務状況については、直近の事業活動計算書（損益計算書）、
資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）、貸借対照表（バランスシート）
も公表情報に含まれます

・指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際には、
情報公表に係る報告がされていることを確認しております

・IDは法人ごとに付与されており、システムは指定権者ごとに管理しています



（令和8年3月26日障害保健福祉関係主管課長会議資料（厚労省）より）



障害福祉サービス等事業者の皆さまへ

障害福祉サービス等情報公表制度は、利用者の障害福祉サービス等事業者の選択に役立つよう、

事業者に障害福祉サービス等情報の報告を求めるものです。

今回の見直しにより、障害福祉サービス経営の健全性等の情報を提供するため、障害福祉サービ

ス等事業者の皆さまには、職員の一人あたり賃金の報告にご協力をお願いします。

障害福祉サービス等事業者の経営情報の報告・公表

令和７年度より、経営情報の報告・公表のための

新たな２つの制度が始まりました！

１. 【新設】 障害福祉サービス事業者の経営情報データベース

厚生労働省では、障害福祉サービス等事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく

様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、障害福祉サービス等事業者の経営

情報のデータベースを整備し、令和７(2025)年８月から運用を開始しました。

障害福祉サービス事業者の皆さまには、以下の経営情報の報告をお願いします。

主な報告事項 報告手段

・収益・費用の内容

・職員の職種別人員数

・職種別給与(※任意での報告事項)

など

障害福祉サービス等情報公表システム

報告期限

毎会計年度終了後、３か月以内

※初年度は、令和８年３月末まで

２. 【見直し】 障害福祉サービス等情報公表制度の見直し

新たな報告事項 報告手段

・職員の一人あたりの賃金

(※任意での報告事項) 障害福祉サービス等情報公表システム

報告期限

毎年度

(提出期限は都道府県ごとに異なります)

裏面もご確認ください



制度に関するＱ＆Ａ

原則、サービス単位でご報告ください。

ただし、サービス単位や事業所単位で会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は事業
所単位や法人単位でご報告いただいても差し支えありません。

報告の単位はサービス単位ですか？事業所や法人ごとですか？Q3

経営情報のデータベースについては、障害福祉サービス等について、国民による現状・実態の理解
を促進するとともに、必要なサービスの利用機会が確保されるよう、事業者の経営状況の実態を踏
まえた政策の検討や、物価上昇・災害・新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた支援策の検討等
を行う上で、３年に１度の経営実態調査を補完し、経営情報を収集・把握するために令和６年度に
整備いたしました。

なぜ経営情報を報告するのですか？Q1

経営情報の公表にあたっては、個別の事業所ごとに公表するのではなく、情報公表システム上の経
営情報データベースを活用し、グルーピングした分析結果を公表するため、個人や事業所が特定さ
れる形で公表されることはありません。

報告した経営情報はどのように活用されますか？Q2

就労選択支援の報告に関するお知らせ

令和７年10月より、障害福祉サービスに「就労選択支援」が追加されます。

障害福祉サービス等情報公表制度については、通常、サービスの提供を開始し

ようとするときに事業所の基本情報を管轄の都道府県知事等へ報告するものであ

り、就労選択支援事業所についても情報公表制度の対象サービスに含まれます。

しかし、現在、就労選択支援事業所からの報告及び公表を行うため、情報公表

システムを改修しておりますので、令和７年10月１日時点では、報告いただく必

要はございません。

なお、具体的な報告開始時期等については、追って周知を予定しておりますが、

情報公表システムにおいて、報告、公表する機能が整備されるまでの間は、情報

公表未報告減算を適用しない取扱いといたします。

※ ご質問等は、管轄の都道府県等、または、障害福祉サービス等情報公表システムヘルプデスクまでお問い合わせください。

【障害福祉サービス等情報公表システムヘルプデスク】

＜電話番号＞ 0570-666-081 ※受付時間：平日9:00～17:00

＜お問い合わせフォーム＞

・ 都道府県等向け ⇒ https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/ssinq.nsf/fInquiry?Open

・ 障害福祉サービス等事業者向け ⇒ https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open



指定障害福祉サービス事業に係る法令順守の徹底について 

 

石川県健康福祉部障害保健福祉課  

 

令和７年度において、県と金沢市はそれぞれ、県内の指定障害福祉サービス事

業者（就労継続支援Ａ型および共同生活援助）に対し、下記のとおり、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５０条第１項本文の規定に基づき、

指定の取消し及び指定の一部効力の停止の２件の行政処分を行いました。 

 

このような事案は、利用者に対して不利益をもたらすだけではなく、障害福祉

制度に対する信頼を大きく失墜させる行為でもあります。 

つきましては、貴事業所において、障害者総合支援法等関係法規の規定

に基づき、適正な事業を実施されるよう、徹底方お願いいたします。 

 

記 

 

１ 【金沢市所管】就労継続支援Ａ型事業所 

（１）処分内容  指定の取消し 
 
（２）処分の原因となった違反事実 

①人員基準違反（法第 50 条第１項第４号） 

令和４年 12 月～令和５年３月及び令和５年 11 月～令和７年４月にお

いて金沢市の条例で定めるサービス管理責任者を配置していなかった。 
 

②不正請求（法第 50 条第１項第６号） 

サービス管理責任者がいない期間において、所定の減算をせず訓練等

給付費を不正に請求した（人員欠如、個別支援計画未作成）。 
 

③不正又は著しく不当な行為（法第 50 条第１項第 11 号） 

サービス管理責任者が不在の期間において、個別支援計画の作成に係

る一連の業務がサービス管理責任者により適切に行われていたように見

せかけるため、虚偽の書類を作成した。 

 

２ 【県所管】共同生活援助事業所 

（１）処分内容  指定の一部効力の停止 １年 

報酬支払額の制限７割 ６ヵ月 

 



（２）処分の原因となった違反事実 

①運営基準違反（法第 50条第１項第５号） 

利用者から徴収した食材料費の額に残額が生じているにも関わらず、

精算して利用者に当該残額を返還したり、当該事業所の利用者に対する

今後の食材料費として適切に支出する等、適正な取扱いをせず、過大に徴

収した。 
 

②不正請求（法第 50条第１項第６号） 

ⅰ）生活支援員の人員基準を満たしていないにもかかわらず、厚生労働省告

示に基づく訓練等給付費の人員欠如減算（所定単位数に 100分の 70若し

くは 100分の 50を乗じて得た単位数を算定）を行わず訓練等給付費を請

求し受領した。 
 
ⅱ）世話人が常勤換算方法で、利用者の数を４で除して得た数以上配置され

ていないにもかかわらず、世話人を 4 対 1 配置した場合の訓練等給付費

を請求し受領した。 
 
ⅲ）基準により置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方

法で、利用者の数を 12で除して得た数以上の世話人等が配置されていな

いにもかかわらず、配置した場合の加算(人員配置体制加算Ⅰ)を請求し

受領した。 
 
ⅳ）宿直を行う夜間支援従事者を配置していないにもかかわらず、宿直を配

置した場合の加算(夜間支援体制加算Ⅱ)を請求し受領した。 
 
③虚偽報告（法第 50条第１項第７号） 

監査において、当該事業所での世話人や生活支援員としての勤務実態

の無い者を世話人や生活支援員として勤務したとする虚偽の書類を提出

した。 
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認定対象事業者（民間教育保育等事業者）

・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・障害児入所施設

こども性暴力防止法

義務対象事業者（学校設置者等）

こども性暴力防止法による対応がはじまります。（法施行日：令和8年12月25日）

   性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
   こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、
   こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

法律で定める性暴力防止の取組の
義務がある事業者です。

・居宅介護
・同行援護
・行動援護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
※障害児を対象にサービス提供を行う事業者に限ります。

国の「認定」を受けた事業者が法律で定める
性暴力防止の取組を行います。（認定は任意）

法の対象となる障害福祉サービス事業者
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制度開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。
安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備 等
犯罪事実確認 ・・・ 従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策 等
情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理

こども性暴力防止法

対象事業者に求められる措置

制度開始前に必要な手続き

就業規則の整備等
就業規則等を整備して、従業者に周知しておくことが必要です。
採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくことが必要です。

従業者への周知
制度開始に伴い、従業者が対応すべき事項（性犯罪前科の確認、研修受講等）の周知をお願いします。

法で求める体制整備
こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。

【重要！】GビズIDの取得（令和8年4月末までに）
法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム（こまもろうシステム）」において、オンラインで行います。
こまもろうシステムの利用にあたっては、「GビズID」の取得が必要です。
義務対象事業者は、令和8年4月末までに確実にGビズIDを取得してください。
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制度の詳細については、こども家庭庁特設ページをご確認ください。

＜こども家庭庁＞

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

こども性暴力防止法

制度の詳細について
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就労施設での配置が困難な営業スタッフ
に代わって、専従のコーディネーターを配置し、
施設と企業間の受発注調整等を実施

【配置】石川セルプ振興センター
【内容】・民間企業等への営業

・施設の取組紹介
・業務掘り起こし

 ・施設との受発注調整

施設の現状を分析したうえで、目標工賃の
達成を目的として、個別課題の解消に向け
て伴走支援

【回数】10者程度
（4回／者派遣）
【内容】・利用者の生産性向上

 ・原価管理
 ・マーケティング戦略の立案
 ・販路開拓、商品開発

福祉経営・企業経営の基礎を学ぶ機会を
提供し、職員の意識改革及び基礎的な収
益向上の知見を付与

【回数】3回
（①A型 ②B型 ③請負・自主事業）
【テーマ】・報酬改定の概要
        ・物価高騰の影響
        ・経営戦略の手法
        ・請負単価の考え方

 障害者就労施設経営安定化支援事業新

目的

事業内容

専門家による伴走支援（秋～冬頃を予定）研修（夏頃を予定） コーディネーター配置

就労施設の経営安定化・利用者の就業機会の拡大・工賃向上を図る

 令和6年度報酬改定や昨今の物価高騰、最低賃金の上昇等により、障害者就労施設の生産活動を取り巻く
環境は大きく変化している。これらの課題に対応するためには、就労施設の経営力を高める必要があることから、
以下のとおり、新たな取組みを実施する。
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